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第３章 「経済・財政一体改革」の推進 
 

１．経済・財政一体改革の進捗と評価 

安倍内閣では、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針の下、再生計画を

定め、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の３本柱の改革を一体

として推進し、経済と財政の一体的な再生を目指してきた。計画期間の当初３年間（2016

年度～2018年度）を「集中改革期間」と位置付け、財政健全化目標等を定め、主要分野

の改革の方向性を具体化するとともに「改革工程表」を策定し、その取組を進めてきた。 

また、2018年３月には経済財政諮問会議に「経済・財政一体改革の中間評価」164が提出

された。 

 

（経済・財政一体改革の総括的な評価） 

これまでのアベノミクスにより、デフレ脱却・経済再生に向けた大きな成果が生み

出されたが、再生計画で目指していたデフレ脱却と実質２％程度、名目３％程度を上

回る経済成長の実現は、いまだ道半ばの状況にある。 

財政健全化については、歳出面では、集中改革期間においては再生計画で定めた一

般歳出等の目安に沿った予算編成165が行われたほか、歳入面では、2018年度の国・地方

の税収は過去最高の水準を更新する見込みである。しかしながら、成長低下に伴い税

収の伸びが当初想定より緩やかだったこと、消費税率引上げ延期や補正予算の影響に

より、2018年度のＰＢ赤字対ＧＤＰ比166の見込みは2.9％程度と、当初の想定よりも進

捗に遅れがみられる。また、人づくり革命の安定的財源を確保するため、2019年10月

に予定されている消費税率引上げ分の使い道を見直すこととした。これらに伴い、Ｐ

Ｂの黒字化の達成時期に影響が出ることから、2020年度のＰＢ黒字化目標の達成は困

難となった。債務残高対ＧＤＰ比の上昇は緩やかとなったが、着実な引下げまでには

至っていない。 

歳出改革の面では、「見える化」やインセンティブの強化を通じた国民、企業、地

方公共団体等の行動変容を促す取組について、その浸透に時間がかかっているほか、

給付と負担に係る制度改革の進捗にも遅れがみられる。 

2020年代には、団塊世代が75歳に入り始めることによる社会保障関係費の増加や、

高度経済成長期以降に整備されたインフラについて何ら対策を講じなければ維持更新

負担が拡大すること、さらには厳しさを増す安全保障環境への対応等に伴う新たな財

政需要が予想される。また、人生100年時代の到来や、ＡＩ活用など新たな社会変革の

可能性等も考慮していく必要がある。  

                                            
164 「経済・財政一体改革の中間評価」（平成30年３月経済・財政一体改革推進委員会） 
165 集中改革期間の３年間で一般歳出1.6兆円程度、社会保障関係費1.5兆円程度の増加。同期間の高齢化による増加分は

1.5兆円程度。 
166 再生計画では、改革努力のメルクマールとして１％程度としていた。 

新経済・財政再生計画 

（経済財政運営と改革の基本方針 2018（平成30年6月15日閣議決定）抜粋） 

参考資料１ 

※黄塗りは事務局による。 
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２．2019年10月１日の消費税率引上げと需要変動の平準化 

2019年10月１日の消費税率10％への引上げに当たっては、教育負担の軽減・子育て

層支援・介護人材の確保等の拡充や低所得者への配慮とともに、消費税率の引上げに伴

う駆け込み需要・反動減といった経済変動を可能な限り抑制することが経済全体にとっ

て有益であることから、以下の取組を進めるとともに、消費税率引上げの必要性やその

影響を緩和する措置などについて、国民に分かりやすく広報を行う。 

 

（１）消費税率引上げ分の使い道の見直し 

社会保障の充実と財政健全化のバランスを取りつつ、人づくり革命の安定財源を確保

するために、2019 年 10月１日に予定している消費税率引上げ分の使い道の見直しを行

った。具体的には、消費税率の２％の引上げによる５兆円強の税収のうち、従来は５分

の１を社会保障の充実に使い、残り５分の４を財政再建 167に使うこととしていたが、こ

れを変更し、教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保等 168と、財政再建 169とに、

それぞれ概ね半分ずつ充当する。このうち、介護人材の処遇改善について消費税率引上

げ日の2019年10月１日に合わせて実施するとともに、幼児教育の無償化についてもこ

れを目指し、消費税率引上げによる経済的な悪影響を緩和することとする。 

 

（２）軽減税率制度の実施 

2019年10月１日の消費税率10％への引上げに当たっては、低所得者に配慮する観点

から、酒類及び外食を除く飲食料品と定期購読契約が締結された週２回以上発行される

新聞について軽減税率制度を実施することとしており、引き続き、制度の円滑な実施に

向けた準備を進める。 

 

（３）駆け込み・反動減の平準化策 

 我が国においては、消費税は1989年に導入されて以降、導入時及び税率引上げ時に、

一律一斉に価格を引き上げる税制との認識が広く定着している。これに対し、1960年代

から1970年代前半に付加価値税が導入され、税率引上げの経験を積み重ねてきている欧

州諸国では、税率引上げに当たり、どのようなタイミングでどのように価格を設定する

かは、事業者がそれぞれ自由に判断している。このため、税率引上げの日に一律一斉に

税込価格の引上げが行われることはなく、税率引上げ前後に大きな駆け込み需要・反動

減も発生していない。 

消費税は消費に広く公平に負担を求める性格のものであることを踏まえた上で、2019

年10月１日の消費税率引上げに当たり、税率引上げの前後において、需要に応じて事業

者のそれぞれの判断によって価格の設定が自由に行われることで、駆け込み需要・反動

                                            
167,169 後代への負担の付け回しの軽減及び社会保障４経費に係る消費税率引上げに伴う支出の増。 
168 「等」は、従前より消費税率 10％引上げ時に実施することとされていた年金生活者支援給付金などの社会保障の充実

策（1.1兆円程度）。 
169 後代への負担の付け回しの軽減及び社会保障４経費に係る消費税率引上げに伴う支出の増。 
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減が抑制されるよう、その方策について、具体的に検討する。 

一方で、下請等の中小企業・小規模事業者に対する消費税の転嫁拒否等が行われない

よう、転嫁拒否等に対する監視、取締りや、事業者等に対する指導、周知徹底等に努め、

万全の転嫁対策を講じるとともに、商店街の活性化、中小企業・小規模事業者のＩＴ・

決済端末の導入やポイント制・キャッシュレス決済普及を促進する。 

 

（４）耐久消費財対策 

2014年４月の消費税率引上げ時に耐久消費財を中心に駆け込み需要とその反動減が生

じたことを踏まえ、2019 年 10月１日の消費税率引上げに際し、税率引上げ後の自動車

や住宅などの購入支援について、需要変動を平準化するため、税制・予算による十分な

対策を具体的に検討する。 

 

３．新経済・財政再生計画の策定 

（１）基本的考え方 

「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針を堅持し、引き続き、「デフレ脱

却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の３本柱の改革を加速・拡大する。また、

経済・財政一体改革のこれまでの進捗・評価を踏まえた対応や将来予想される大きな変

化やリスクを見据えた課題への対応を適切かつ着実に実行する。 

 

① 民需主導の持続的な経済成長が未だ確実となっていない中で、世界経済の成長率の

低下等により企業収益が悪化すると税収の回復も遅れる可能性がある。財政健全化は

着実、かつ景気を腰折れさせることのないようなペースと機動性をもって行う。 

② 需給ギャップが縮小する中、600兆円経済を実現するためには、サプライサイドの強

化が不可欠である。生産性革命、人づくり革命などに経常的に必要となる予算は当初

予算に計上し、重点的に取り組むとともに、中長期の視点に立ち、将来の成長の基盤

となり豊かな国民生活を実現する波及効果の大きな投資プロジェクトを計画的に実施

する。成長と分配の好循環拡大に向け、可処分所得の拡大、企業の設備・研究・人材

への継続的な投資拡大等に向けた取組を推進する。 

③ 広く国民各層の意識改革や行動変容につながる取組170により、（ⅰ）公的部門の効

率性向上、公的ストック171や内部留保等の有効活用、不足する人材の最適配置を促す

こと等により潜在成長力を強化し、（ⅱ）需要面では、公共サービスの質や水準を低

下させることなく、また、新たなサービスの創出により、経済への下押し圧力を抑え

つつ公的支出の抑制を実現する。 

④ 大規模な自然災害や国際的な金融危機等の外的ショックへの財政の対応力を早急に

回復させる観点からも、2020年代に予想される変化を見据え、あるべき将来像からバ

                                            
170 前向きな行動の変化を促すための、「インセンティブ改革」、「見える化」、「先進・優良事例の横展開等」、「公的

サービスの産業化」、「技術革新を活用した業務イノベーション」の取組。 
171 社会資本、土地、情報等。 
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ックキャストしながら改革を先取りしていく。 

⑤ 主要分野ごとの重要課題への対応、歳出改革等に向けた取組の加速・拡大を通して、

目標の確実な達成につなげていく。2018年度から改革に取り組むとともに、その取組

を毎年度の予算編成及び関係する全ての計画、基本方針、制度改革等に反映させる。

このため、本基本方針を踏まえて、改革工程表を改定し、新たな改革工程表を2018年

末までに示す。 

 

（２）財政健全化目標と実現に向けた取組 

 

（財政健全化目標） 

財政健全化目標の設定に当たっては、歳出面・歳入面でのこれまでの取組を緩める

ことなく、これまで以上に取組の幅を広げ、質を高める必要がある。 

中長期の経済財政に関する試算（以下「中長期試算」という。）172で示された成長実

現ケースの下、着実な収支改善を実現することにより、2024年度のＰＢ黒字化が視野

に入る 173。 

しかしながら、今後、景気回復が鈍化する可能性や社会保障関係費の増大も想定さ

れる。必要な場合には、景気を腰折れさせないよう機動的に対応し、経済成長を確実

に実現する対応を取る必要がある。また、団塊世代が75歳に入り始めるまでに、社会

保障制度の基盤強化を進め、全ての団塊世代が75歳以上になるまでに、財政健全化の

道筋を確かなものとする必要がある。 

 

このため、財政健全化目標については、 

○ 経済再生と財政健全化に着実に取り組み、2025年度の国・地方を合わせたＰＢ黒

字化を目指す。 

○ 同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すことを堅持する。 

 

（目標達成に向けたシナリオのポイント） 

① 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組（第２章）を通じて潜在成長率を引

き上げるとともに、消費税率引上げ等に伴う需要変動をしっかり乗り越える。２％

の物価安定目標をできるだけ早期に実現するための日本銀行の政策運営の継続もあ

り、デフレマインドの払拭が期待される。これらを通じて、実質２％程度、名目３％

程度を上回る成長を実現することが財政健全化に必要である。ただし、世界貿易の

縮小や金融資本市場への影響など保護主義が持つリスク要因に留意する。 

                                            
172 2018年１月23日内閣府公表。 
173 安倍政権下においてＰＢ赤字対ＧＤＰ比の半減目標を達成した2015年度までのＰＢ改善度合いは年平均0.46％ポイン

ト程度（対2012年度。2014年４月の消費税率引上げによる改善分を除く）。この改善ペースが仮に継続すると想定し

た場合、2017年度のＰＢ対ＧＤＰ比の実績見込み3.4％の赤字から、2024年度までの７年間で、2019年10月に予定さ

れている消費税率引上げによる改善分（0.4％ポイント）とあわせて累計 3.6％ポイント程度改善し、2024年度のＰＢ

対ＧＤＰ比は0.2％程度の黒字となる。 
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② 費用対効果など客観的データに基づく予算のメリハリ付け 174、予算の質の更なる

向上を図る。また、価格を直接抑制する取組は今後も進めつつ、賃金・物価の上昇

が見込まれる中にあっては、歳出改革は、行動変容の横展開等を通じて改革を加速・

拡大する取組に重点化する。こうした取組に優先順位をつけて予算を組むとともに、

これまで以上のペースと範囲で実行するためのコンセンサス作りを進める。 

③ 社会保障関係費の増加圧力が高まる中、社会保障の質を高めつつムダを省き、全

世代型の給付と負担のバランスの取れた社会保障制度の構築に向け、構造改革を進

めていくことは、財政健全化にも大きく貢献する。 

④ 追加的な歳出増加要因については、必要不可欠なものとするとともに、適切な安

定財源を確保する。また、一定期間内の追加的な歳出増加要因については、引き続

き、資産売却等を含めた財源を確保し、財政規律を堅持する。ＰＢの改善に向けて、

当初予算のみならず、補正予算も一体として歳出改革の取組を進める。 

 

（社会保障改革を軸とする「基盤強化期間」の設定） 

2025年度のＰＢ黒字化に向けては、社会保障改革を軸として、社会保障の自然増の

抑制や医療・介護のサービス供給体制の適正化・効率化、生産性向上や給付と負担の

適正化等に取り組むことが不可欠である。2020、2021年度は75歳に入る高齢者の伸び

が鈍化するが、2022年からは団塊世代が75歳に入り始め、社会保障関係費の急増が見

込まれる。それまでの2019年度～2021年度を「基盤強化期間」と位置付け、経済成長

と財政を持続可能にするための基盤固めを行う。社会保障制度の持続可能性確保が景

気を下支えし、持続的な経済成長の実現を後押しする点にも留意する。 

 

（財政健全化目標と毎年度の予算編成を結び付けるための仕組み） 

全ての個別歳出項目について聖域なく見直しを行い、経済再生と財政健全化の両立

を図る。財政健全化目標と毎年度の予算編成を結び付けるため、基盤強化期間内に編

成される予算については、以下の目安に沿った予算編成を行う。ただし、社会保障は

高齢化による増加分が年によって異なることなどを考慮し、各年度の歳出については

一律ではなく柔軟に対応する。 

① 社会保障関係費については、再生計画において、2020年度に向けてその実質的な

増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめることを目指す方針とされてい

ること、経済・物価動向等を踏まえ、2019年度以降、その方針を2021年度まで継続

する175。 

消費税率引上げとあわせ行う増（これまで定められていた社会保障の充実、「新

                                            
174 予算を組み替え、効果の高い予算を増やす一方で効果の低い予算を減らす。 
175 高齢化による増加分は人口構造の変化に伴う変動分及び年金スライド分からなることとされており、人口構造の変化に

伴う変動分については当該年度における高齢者数の伸びの見込みを踏まえた増加分、年金スライド分については実績を

それぞれ反映することとする。これにより、これまで３年間と同様の歳出改革努力を継続する。 



53 

しい経済政策パッケージ」176で示された「教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材

の確保」及び社会保障４経費に係る公経済負担）については、別途考慮する。 

なお、2022年度以降については、団塊世代が75歳に入り始め、社会保障関係費が

急増することを踏まえ、こうした高齢化要因を反映するとともに、人口減少要因、

経済・物価動向、社会保障を取り巻く状況等を総合的に勘案して検討する。 

② 一般歳出のうち非社会保障関係費については、経済・物価動向等を踏まえつつ、

安倍内閣のこれまでの歳出改革の取組を継続する。 

③ 地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体

をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2018年度

地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する。 

 

 なお、真に必要な財政需要の増加に対応するため、制度改革により恒久的な歳入増177

を確保する場合、歳出改革の取組に当たって考慮する。 

 

（中間指標の設定） 

財政健全化目標の達成に向けた取組の進捗状況を確認するために、直近の2017年度

実績を起点とし、2025年度のＰＢ黒字化目標年度までの中間年である2021年度に中間

指標を設定し、進捗を管理するためのメルクマールとする。ＰＢ赤字の対ＧＤＰ比に

ついては、2017年度からの実質的な半減値（1.5％程度）178とする。債務残高の対ＧＤ

Ｐ比については、180％台前半、財政収支赤字の対ＧＤＰ比については、３％以下とす

る179。 

 

（計画実現に向けた今後の取組） 

責任をもって経済財政運営を行うために、取組の進捗等についてのレビューを行う。 

全世代型社会保障制度を着実に構築していくため、総合的な議論を進め、期間内か

ら順次実行に移せるよう、2020年度に、それまでの社会保障改革を中心とした進捗状

況をレビューし、「経済財政運営と改革の基本方針」において、給付と負担の在り方

を含め社会保障の総合的かつ重点的に取り組むべき政策を取りまとめ、早期に改革の

具体化を進める。 

経済・財政一体改革の進捗については、新計画の中間時点（2021年度）において評

価を行い、2025年度ＰＢ黒字化実現に向け、その後の歳出・歳入改革の取組に反映す

る。 

                                            
176 「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定） 
177 例としては、国際観光旅客税・森林環境税（仮称）の創設。 
178 消費税率引上げによる改善（0.4％）を除き、2025年度の黒字化に至る中間年度（2021年度）に形式的に半減した水準。 
179 債務残高対ＧＤＰ比の 2017年度実績見込みは 189％程度（中長期試算の公債等残高対ＧＤＰ比の水準）。なお、債務

残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げのためには、財政収支赤字の対ＧＤＰ比（2017年度実績見込みは4.8％程度）の着実

な改善が必要。ＥＵでは財政収支赤字対ＧＤＰ比３％を過剰な財政収支赤字の発生を防止するためのメルクマールとし

ている。 
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改革の進捗管理、点検、評価については、経済財政諮問会議において実施する。ま

た、内閣府は、中長期試算において、定期的に実績との乖離を分析する。 

 

４．主要分野ごとの計画の基本方針と重要課題 

（１）社会保障 

 

（基本的考え方） 

社会保障は歳出改革の重点分野である。社会構造の変化に的確に対応し、持続可能

な社会保障制度の確立を目指すことで、国民が将来にわたる生活に安心感と見通しを

持って人生設計を行い、多様な形で社会参加できる、質の高い社会を実現する。こう

した取組により、社会保障制度が経済成長を支える基盤となり、消費や投資の活性化

にもつながる。同時に、社会保障制度の効率化を通じて、国民負担の増加の抑制と社

会保障制度の安定の両立を図る。 

再生計画の改革工程表の全44項目を着実に推進する。行動変容等を通じた医療・介

護の無駄の排除と効率化の徹底、高齢化・人口減少を見据えた地域のサービス体制の

整備等の取組を加速・拡大する。給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性

の確保を確実に図りつつ、エビデンスに基づく費用対効果を踏まえながら、健康寿命

を延伸し社会の活力を維持するとともに、人手不足の中でのサービス確保に向けた医

療・介護等の分野における生産性向上を図るための取組を進める。 

基盤強化期間の重点課題は、高齢化・人口減少や医療の高度化を踏まえ、総合的か

つ重点的に取り組むべき政策を取りまとめ、期間内から工程化、制度改革を含め実行

に移していくこと及び一般会計における社会保障関係費の伸びを、財政健全化目標と

毎年度の予算編成を結び付けるための仕組みに沿ったものとすることである。 

こうした取組に向け、2040年頃を見据え、社会保障給付や負担の姿を幅広く共有し、

国民的議論を喚起することが重要であり、受療率や生産性の動向、支え手の減少や医

療技術の高度化の進展等を踏まえた具体的な将来見通しを関係府省が連携して示す。

あわせて、予防180・健康づくり等による受療率の低下や生産性向上の実現に向けて、具

体的な目標とそれにつながる各施策のＫＰＩを掲げ推進する。 

これらの取組を通じて、全世代型の社会保障制度を構築し、世界に冠たる国民皆保

険・皆年金の維持、そして次世代への継承を目指す。 

 

（予防・健康づくりの推進） 

高齢者をはじめとして多様な就労・社会参加を促進し、社会全体の活力を維持して

いく基盤として、健康寿命を延伸し、平均寿命との差を縮小することを目指す。 

糖尿病等の生活習慣病や透析の原因にもなる慢性腎臓病及び認知症の予防に重点的

に取り組む。糖尿病等の生活習慣病の重症化予防に関して、県・国民健康保険団体連

                                            
180 疾病予防、重症化予防をいう。 
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合会・医師会等が連携して進める埼玉県の取組など、先進・優良事例の横展開の加速

に向けて今後３年間で徹底して取り組む。胃がんをはじめとする感染も原因となるが

んの検診の在り方を含め、内容を不断に見直しつつ、膵
すい

がんをはじめとする早期診断

が困難ながんを含めて早期発見と早期治療につなげる。傷病休暇の導入や活用の促進

により、がんの治療と就労を両立させる。日本健康会議について、都道府県レベルで

も開催の促進など、多様な主体の連携により無関心層や健診の機会が少ない層を含め

た予防・健康づくりを社会全体で推進する。医療・介護制度において、データの整備・

分析を進め、保険者機能を強化するとともに、科学的根拠に基づき施策を重点化しつ

つ、予防・健康づくりに頑張った者が報われる制度を整備する。 

認知症に関する研究開発を重点的に推進するとともに、認知症予防に関する先進・

優良事例を収集・横展開する。新オレンジプラン181の実現等により、認知症の容態182に

応じた適時・適切な医療・介護等が提供されるよう、循環型ネットワークにおける認

知症疾患医療センターの司令塔としての機能を引き続き強化し、相談機能の確立等や

地域包括支援センター等との連携を進めることを通じ、地域包括ケアシステムの整備

を推進する。認知症の人が尊厳を保持しつつ暮らすことのできる共助の地域社会を構

築する。 

高齢者の通いの場を中心とした介護予防・フレイル対策183や生活習慣病等の疾病予

防・重症化予防、就労・社会参加支援を都道府県等と連携しつつ市町村が一体的に実

施する仕組みを検討するとともに、インセンティブを活用することにより、健康寿命

の地域間格差を解消することを目指す。また、フレイル対策にも資する新たな食事摂

取基準の活用を図るとともに、事業所、地方自治体等の多様な主体が参加した国民全

体の健康づくりの取組を各地域において一層推進する。さらに、健康増進の観点から、

2020年東京オリンピック・パラリンピックを目指し、受動喫煙対策を徹底する。口腔

の健康は全身の健康にもつながることから、生涯を通じた歯科健診の充実、入院患者

や要介護者をはじめとする国民に対する口腔機能管理の推進など歯科口腔保健の充実

や、地域における医科歯科連携の構築など歯科保健医療の充実に取り組む。生涯を通

じた女性の健康支援の強化に取り組む。乳幼児期・学童期の健康情報の一元的活用の

検討などに取り組む。アレルギー疾患対策基本指針184に基づき、アレルギー疾患の重

症化の予防や症状の軽減に向けた対策を推進する。 

このほか、セルフメディケーションを進めていく中で、地域住民にとって身近な存

在として、健康の維持・増進に関する相談や一般用医薬品等を適切に供給し、助言を

行う機能を持った健康サポート薬局の取組を促進する。 

 

                                            
181 「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」（平成29年７月５日改訂） 
182 肺炎等の身体合併症も含む。 
183 フレイルは、要介護状態に至る前段階として位置付けられるが、身体的脆弱性のみならず精神・心理的脆弱性や社会的

脆弱性などの多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスク状態を意味し、運動、

口腔、栄養等に係る指導等の適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能とされている。 
184 「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」（平成29年３月21日厚生労働省告示第76号） 
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（生涯現役、在宅での看取り等） 

働き方の多様化を踏まえ、勤労者が広く被用者保険でカバーされる勤労者皆保険制

度185の実現を目指して検討を行う。その際、これまでの被用者保険の適用拡大及びそ

れが労働者の就業行動に与えた影響についての効果検証を行う。年金受給開始年齢の

柔軟化や在職老齢年金制度の見直し等により、高齢者の勤労に中立的な公的年金制度

を整備する。また、既存の施策を含め地方自治体への財政的インセンティブを活用し、

元気で働く意欲のある高齢者を介護・保育等の専門職の周辺業務において育成・雇用

する取組を全国に展開する。子ども・子育てについて、全世代型社会保障の実現に向

けて充実・強化を図る中においても、効果的・効率的な支援としていくことが重要で

あり、優先順位付けも含めた見直しを行う。 

人生の節目で、人生の最終段階における医療・ケアの在り方等について本人・家族・

医療者等が十分話し合うプロセス186を全国展開するため、関係団体を巻き込んだ取組

や周知187を行うとともに、本人の意思を関係者が随時確認できる仕組みの構築を推進

する。また、住み慣れた場所での在宅看取りの先進・優良事例を分析し、その横展開

を図る。 

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、

引き続き、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める。アルコール・

薬物・ギャンブル等の依存症対策について、引き続き、相談・治療体制の整備や民間

団体への支援等に取り組む。 

 

（医療・介護提供体制の効率化とこれに向けた都道府県の取組の支援） 

地域医療構想の実現に向けた個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針に

ついて、昨年度に続いて集中的な検討を促し、2018年度中の策定を促進する。公立・

公的医療機関については、地域の医療需要等を踏まえつつ、地域の民間医療機関では

担うことができない高度急性期・急性期医療や不採算部門、過疎地等の医療提供等に

重点化するよう医療機能を見直し、これを達成するための再編・統合の議論を進める。

このような自主的な取組による病床の機能分化・連携が進まない場合には、都道府県

知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在り方について、速やかに関係審議

会等において検討を進める。病床の転換や介護医療院への移行などが着実に進むよう、

地域医療介護総合確保基金や急性期病床や療養病床に係る入院基本料の見直しによる

病床再編の効果などこれまでの推進方策の効果・コストの検証を行い、必要な対応を

検討するとともに、病床のダウンサイジング支援の追加的方策を検討する。高額医療

機器について、共同利用の一層の推進など効率的な配置を促進する方策を講じる。ま

た、これに伴う稼働率の向上を促進する方策を検討する。 

                                            
185 被用者保険の更なる適用拡大。 
186 ＡＣＰ（Advance Care Planning）と呼ぶ。 
187 ＡＣＰに関し、国民になじみやすい名称の一般公募・選定や、人生の最終段階における医療・ケアについて考える日の

設定等を想定。 
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2020年度、2021年度については、2019年度の医学部定員を超えない範囲で、その必

要性を慎重に精査しつつ、暫定的に現状の医学部定員を概ね維持する。2022年度以降

については、定期的に医師需給推計を行った上で、働き方改革や医師偏在の状況等に

配慮しつつ、将来的な医学部定員の減員に向け、医師養成数の方針について検討する。

また、医師の働き方改革について、地域医療の提供への影響等を検証しながら、検討

を進める。 

一人当たり医療費の地域差半減、一人当たり介護費の地域差縮減に向けて、国とと

もに都道府県が積極的な役割を果たしつつ、地域別の取組や成果について進捗管理・

見える化を行うとともに、進捗の遅れている地域の要因を分析し、保険者機能の一層

の強化を含め、更なる対応を検討する。国保財政の健全化に向け、法定外繰入の解消

など先進事例を後押しするとともに横展開を図り、受益と負担の見える化を進める。

高齢者の医療の確保に関する法律188第14条に基づく地域独自の診療報酬について、都

道府県の判断に資する具体的な活用策の在り方を検討する。 

レセプト情報を活用し、本人同意の下、医師や薬剤師が投薬歴等を閲覧できる仕組

みの構築や、診療報酬での評価等により、多剤投与の適正化を引き続き推進する。介

護保険の財政的インセンティブの評価指標による評価結果を公表し、取組状況の「見

える化」や改善を進めるとともに、第８期介護保険事業計画期間における調整交付金

の活用方策について、改正介護保険法189による新たな交付金による保険者の取組の達

成状況や評価指標の運用状況等も踏まえ、保険者間の所得水準の差等を調整するため

の重要な機能を担っていること等に留意しつつ、第７期期間中に地方公共団体関係者

の意見も踏まえつつ、具体的な方法等について検討し、結論を得る。 

新たな地域別の将来人口推計の下での大都市や地方圏での医療・介護提供に係る広

域化等の地域間連携を促進する。 

 

（医療・介護サービスの生産性向上） 

テクノロジーの活用等により、2040年時点において必要とされるサービスが適切に

確保される水準の医療・介護サービスの生産性の向上を目指す。 

予防・健康づくりへの取組やデータヘルス、保健事業について、多様・包括的な民

間委託を推進し、サービスの質と効率性を高めていく。産業医・産業保健機能の強化

や健康経営を支えるサービスの活用促進を図りつつ、企業が保険者との連携を通じて

健康経営を促進し、予防・健康づくりの推進における先進・優良事例の全国展開を図

る。また、診療報酬や介護報酬においては、適正化・効率化を推進しつつ、安定的に

質の高いサービスが提供されるよう、ＡＤＬ190の改善等アウトカムに基づく支払いの

導入等を引き続き進めていく。 

データヘルス改革を推進し、被保険者番号の個人単位化とオンライン資格確認を導

                                            
188 「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和57年法律第80号） 
189 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」（平成29年法律第52号） 
190 日常生活動作（Activity of Daily Living）。食事、更衣、排泄、入浴、移動などの日常の動作を指す。 
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入するとともに、「保健医療データプラットフォーム」について、2020年度の本格運

用開始を目指し取り組む。クリニカル・イノベーション・ネットワークとＰＭＤＡの

医療情報データベース（ＭＩＤ－ＮＥＴ）を連携させ、治験・臨床研究や医薬品の開

発、安全対策等に活用する。医療保険の審査支払機関について、「支払基金業務効率

化・高度化計画・工程表」等に掲げられた改革項目を着実に進める。 

人口減少の中にあって少ない人手で効率的に医療・介護・福祉サービスが提供でき

るよう、ＡＩの実装に向けた取組の推進、ケアの内容等のデータを収集・分析するデ

ータベースの構築、ロボット・ＩｏＴ・ＡＩ・センサーの活用を図る。また、診療能

力向上のための卒前・卒後の一貫した医師養成過程を整備するとともに、総合診療医

の養成を促進する。従事者の業務分担の見直し・効率的な配置、介護助手・保育補助

者など多様な人材の活用、事業所マネジメントの改革等を推進する。介護の経営の大

規模化・協働化により人材や資源を有効に活用する。 

 

（見える化、技術革新を活用した業務イノベーション、先進・優良事例の横展開等） 

保険者努力支援制度の評価指標への追加などインセンティブの一層の活用、戦略的

な情報発信などによる後押しにより、先進・優良事例の横展開を促進する。 

国保の普通調整交付金について、所得調整機能を維持しながら、医療費適正化のイ

ンセンティブを効かせる観点から、地域差に関する調整・配分の在り方の検証を進め、

都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となる新制度の円滑な運営に配慮しつ

つ、速やかに関係者間で見直しを検討191する。 

科学的介護を推進し、栄養改善を含め自立支援・重度化防止等に向けた介護の普及

等を推進する。特に、自立支援・重度化防止等に資するＡＩも活用した科学的なケア

プランの実用化に向けた取組を推進するとともに、ケアマネジャーの質の向上の観点

から、その業務の在り方を検討する。 

認知症、がんゲノム医療等の社会的課題解決に資する研究開発や実装に向けて、既

存施策との整合性を図りつつ、政府において優先順位を付け、それを基に予算を重点

的に配分するとともに中長期の事業規模を明らかにして推進する。 

 

（医薬品等に係る改革等） 

「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」192に基づき、国民負担の軽減と医療の質

の向上に取り組むとともに、医薬品産業を高い創薬力を持つ産業構造に転換する。バ

イオ医薬品の研究開発の推進を図るとともに、バイオシミラーについては、「経済財

政運営と改革の基本方針2017」193を踏まえ、有効性・安全性等への理解を得ながら研

                                            
191 加入者の性・年齢で調整した標準的な医療費を基準に配分すべきとの意見や、普通調整交付金が担う地方団体間の所得

調整機能は大変重要であるとの意見等があることを踏まえつつ検討を行う。 
192 「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」（平成28年12月20日内閣官房長官・経済財政政策担当大臣・財務大臣・

厚生労働大臣決定） 
193 「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年６月９日閣議決定） 
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究開発・普及を推進するなど医薬品産業の国際競争力強化に向けた取組を着実に推進

する。費用対効果評価については本格実施に向けてその具体的内容を引き続き検討し、

2018年度中に結論を得る。毎年薬価調査・毎年薬価改定に関しては、2019年度194、2020

年度195においては、全品目の薬価改定を行うとともに、2021年度196における薬価改定の

対象範囲について、この間の市場実勢価格の推移、薬価差の状況、医薬品卸・医療機

関・薬局等の経営への影響等を把握した上で、2020年中にこれらを総合的に勘案して、

決定する。また、2020年度の薬価改定に向けて、新薬創出等加算対象品目を比較薬と

する場合の薬価算定の見直し、効能追加等による革新性・有用性の評価、長期収載品

の段階的な価格引下げまでの期間の在り方等について、所要の措置を検討する。患者

本位の医薬分業を実現し、地域において薬局が効果的・効率的にその役割を果たすこ

とができるよう、調剤報酬の在り方について引き続き検討する。また、高齢者への多

剤投与対策、生活習慣病治療薬の費用面も含めた適正な処方の在り方については引き

続き検討を進める。後発医薬品の使用促進についても引き続き取り組む。 

 

（負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化、自助と共助の役割分担の再構築） 

高齢化や現役世代の急減という人口構造の変動の中でも、国民皆保険を持続可能な

制度としていく必要がある。勤労世代の高齢者医療への負担状況にも配慮しつつ、必

要な保険給付をできるだけ効率的に提供しながら、自助、共助、公助の範囲について

も見直していく必要がある。 

高齢者医療制度や介護制度において、所得のみならず資産の保有状況を適切に評価

しつつ、「能力」に応じた負担を求めることを検討する。団塊世代が後期高齢者入り

するまでに、世代間の公平性や制度の持続性確保の観点から、後期高齢者の窓口負担

の在り方について検討する。介護のケアプラン作成、多床室室料、介護の軽度者への

生活援助サービスについて、給付の在り方を検討する。年金受給者の就労が増加する

中、医療・介護における「現役並み所得」の判断基準197を現役との均衡の観点から見直

しを検討する。 

新規医薬品や医療技術の保険収載等に際して、費用対効果や財政影響などの経済性

評価や保険外併用療養の活用などを検討する。医療技術評価の在り方について調査・

研究・検討を推進するとともに、そのための人材育成・データ集積・分析を推進する。

薬剤自己負担の引上げについて、市販品と医療用医薬品との間の価格のバランス、医

薬品の適正使用の促進等の観点を踏まえつつ、対象範囲を含め幅広い観点から、引き

続き関係審議会において検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる。病院・診療

所の機能分化・機能連携等を推進しつつ、かかりつけ機能の在り方を踏まえながら、

かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師の普及を進めるとともに、外来

                                            
194 2019年度は、消費税率引上げが予定されている年度。 
195 2020年度は、２年に１度の薬価改定が行われる年度。 
196 2021年度は、最初の薬価改定年度（２年に１度の薬価改定の間の年度）。 
197 収入520万円要件等。 
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受診時等の定額負担導入を検討する。 

医療費については、これまでも、その水準を診療報酬改定等によって決定するとと

もに、その負担について、随時、保険料・患者負担・公費の見直し等を組み合わせて

調整してきたところ。支え手の中核を担う勤労世代が減少しその負担能力が低下する

中で、改革に関する国民的理解を形成する観点から保険給付率（保険料・公費負担）

と患者負担率のバランス等を定期的に見える化しつつ、診療報酬とともに保険料・公

費負担、患者負担について総合的な対応を検討する。 

 

（２）社会資本整備等  

 

（基本的考え方） 

生産性の向上等のストック効果を最大限発揮するための予算の重点化、効率を追求

した事業実施等を通じて歳出の効率化を進めるとともに、地域生活に不可欠なインフ

ラの維持を図りつつ、立地適正化等、人口減少に応じて合理化・効率化を進める。ま

た、中長期的な視点に立ち、経済成長や豊かな暮らしの礎となる政策・プロジェクト

を全国各地域で戦略的に展開し、将来世代に質の高いストックを引き継ぐ。 

財政制約の下、予算の重点化に加え、公的資産や民間資金の有効活用など新たな投

資財源を確保しつつ、中長期的な見通しの下、安定的・持続的な公共投資を推進しつ

つ戦略的・計画的な取組を進める。また、事業採択・執行に当たっては、平準化や計

画的な取組を進めるとともに、インフラ維持管理に当たって早期発見・予防保全を徹

底する。 

賃金・物価の上昇、人手不足といったマクロ経済環境の見通しの下で、消費税率引

上げ等に伴う需要変動に対応し、安定的な成長軌道に乗せていく。 

今後、高度成長期に大規模に整備されたインフラが老朽化することから、予防保全

に基づくメンテナンスサイクルを確立・徹底し、ライフサイクルコストを低減すると

ともに、集約化・複合化等、ＰＰＰ／ＰＦＩ、新技術の開発・社会実装、情報基盤の

整備等あらゆる面から戦略的な取組を推進する。 

こうした取組を通じて、ワイズスペンディングを一層強化する。 

 

（公共投資における徹底した効率化と担い手確保） 

公共工事の施工時期について、消費税率引上げ等に伴う需要変動に対応するととも

に、年度を通じた平準化の取組198推進に向け、数値目標の設定等を促し、こうした取

組によって、人材の確保、稼働率の改善を推進するとともに、コスト低下の実態を国

及び地方の積算単価に段階的に反映する。 

建設現場の生産性を2025年度までに２割向上を目指し、i-Constructionを推進する

とともに、官民研究開発投資拡大プログラム等を活用しつつ、インフラデータプラッ

                                            
198 債務負担行為の活用、地域単位で国・地方自治体の発注見通しの統合等。 
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トフォームの構築やデータのオープン化・３次元化、デジタルデータ化199の徹底、大学

や企業等と連携したオープンイノベーションによるロボット、ＡＩ等の先進技術の実

装を進める。こうした新技術の活用により、コスト削減を含め、公共事業の効率化を

実現する。 

また、インフラメンテナンス国民会議等を通じて、新技術の優良事例の全国展開を

図るほか、インフラ維持管理業務の効率化に向けた取組方針を明らかにし、既存の計

画に反映する。また、各府省等と連携し、社会資本情報プラットフォームを充実させ

るとともに、既存インフラの有効活用やソフト対策を推進する。 

あわせて、中長期的に現場の担い手を確保するため、社会保険加入対策や適切な賃

金水準の確保、週休２日制の実現、長時間労働の是正などの働き方改革等を進める。 

 

（重点プロジェクトの明確化と官民資金の重点化、ストック効果最大化） 

2020年のインバウンド目標（4000万人）の先を見据えた供給能力増強等の受入環境

整備、ストック効果の高い国際競争力の強化や国土強靱化、防災・減災等の分野で重

点的に取り組むプロジェクトを明確化し、財政投融資も含め官民資金を重点化する環

境を計画的に整備する。既存インフラの有効活用やソフト対策によりストック効果を

最大化するとともに、厳格な費用便益分析を行うなど定量的・客観的データに基づき

ＰＤＣＡを回す。 

 

（ＰＰＰ／ＰＦＩの推進） 

民間の資金・ノウハウを最大限活用するとともに、公的負担の最小化を図るため、

「未来投資戦略2018」及び「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン」200に基づき、多様

なＰＰＰ／ＰＦＩの活用を重点的に推進する。 

地方公共団体等がＰＰＰ／ＰＦＩに取り組みやすい方策201を講ずる。特に、上下水

道においては、効率的な整備・管理及び経営の持続可能性を確保するため、各地方自

治体の経営状況の地域差を「見える化」し、広域化や共同化、コンセッションをはじ

めとする多様なＰＰＰ／ＰＦＩの導入、ＩＣＴ活用等を重点的に推進する。また、赤

字空港の経営自立化を目指し、運営権対価の最大化を図りつつ、地方管理空港を含め、

原則として全ての空港へのコンセッションの導入を促進する。 

人口20万人以上の地方公共団体における実効ある優先的検討の運用をはじめとする

ＰＰＰ／ＰＦＩの実施支援に加え、人口20万人未満の地方公共団体が容易に取り組め

るよう、年内に改革工程を具体化する。公的不動産についてＰＰＰ／ＰＦＩの利活用

                                            
199 国管理の河川で実施しているペーパーレス・タブレット端末対応の全国展開、国・地方のインフラ点検台帳のデジタル

化等。 
200 「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（平成30年改定版）」（平成30年６月15日民間資金等活用事業推進会議決

定） 
201 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律（改正ＰＦＩ法）」（平成30

年６月 13日成立）に基づく施策の利活用促進に加え、柔軟性や実効性のあるＰＰＰ／ＰＦＩ手法の開発や優良事例の

横展開等。 



62 

拡大を通じてキャッシュフロー化、維持管理コストの削減等を図る。 

 

（コンパクト・プラス・ネットワークの推進） 

立地適正化計画及び地域公共交通網形成計画の作成促進や策定された計画の実現を

通じ、まちづくりと公共交通体系の見直しを一体的に進める。モデル都市の形成・横

展開、府省庁横断的な支援の重点化、大幅に人口が減少する地方自治体への計画策定

の働きかけ等を通じ、包括的に進める。 

都市計画道路を見直す際の課題や対応策を手引に取りまとめ、横展開を図る。オー

プンデータ化等による都市計画に関するデータの利用環境の充実、ビッグデータを活

用した都市計画手法の高度化等を推進する。 

 

（公的ストックの適正化） 

長寿命化を徹底し、地方の単独事業も含め、効率的・効果的に老朽化に対応すると

ともに、各地方の実情に応じたコンパクト・プラス・ネットワークの考え方等に基づ

き公共施設の統廃合を推進する。長寿命化等による効率化の効果も含め、できる限り

早期に、インフラ所管省は、中長期的なインフラ維持管理・更新費見通しを公表する。

また、地方公共団体への更新費用試算ソフトの提供等を含め、技術的・財政的支援を

通じて、地方公共団体が３年以内に長寿命化等による効率化効果を示すよう促す。 

「公共施設等総合管理計画」の「見える化」について、公営企業施設に係る記載な

どを含め、その内容を充実させる。「個別施設計画」の策定率の低い分野については、

関係府省が、ガイドラインの策定、交付金等における計画の策定要件化等により、実

効的な計画策定を支援する。また、地方公共団体ごとの計画策定状況や長寿命化等の

対策の有無等を「見える化」し、先進・優良事例の横展開を行う。「個別施設計画」

を踏まえ、2021年度までに「公共施設等総合管理計画」の見直し・充実を進める。 

 

（人口減少時代に対応した制度等の抜本見直し） 

人口減少時代を見据え、国際競争力のあるインフラへの重点化、生活インフラの集

約・統合、大都市における医療介護施設不足、過疎地の公共交通対策等の課題への対

応等、制度改革の全体像を描き、着実に取組を推進する。また、都市・まちの生産性

向上に向けたインフラや土地等を面的に再生する仕組みを強化する。空き家・空き地

の流通・利活用202に向け、地方自治体・不動産団体等の先進的取組や活用・除却への支

援、情報の充実等を促進する。社会資本整備の分野についても、受益者負担に基づく

財源対策についても検討を行う。 

 所有者不明土地等について、基本方針203等に基づき、期限を区切って対策を推進す

る。具体的には、土地の管理や利用に関し所有者が負うべき責務やその担保方策、所

                                            
202 住宅セーフティネットの一環として、空き家を若者・子育て世代向けの住宅として活用することを含む。 
203 「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」（平成30年６月１日所有者不明土地等対策の推進のための関係閣

僚会議決定） 
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有者が不明な場合を含めて地籍調査を円滑かつ迅速に進めるための措置、相続登記の

義務化等を含めて相続等を登記に反映させるための仕組み、登記簿と戸籍等の連携等

による所有者情報を円滑に把握する仕組み、土地を手放すための仕組み等について検

討し、2018年度中に制度改正の具体的方向性を提示した上で、2020年までに必要な制

度改正の実現を目指す。変則的な登記204の解消を図るため、必要となる法案の次期通

常国会への提出を目指すとともに、必要となる体制を速やかに整備する。また、遺言

書保管制度の円滑な導入、登記所備付地図の整備などの取組を進めるとともに、住民

票等の除票の保存期間の延長についても引き続き検討する。 

 

（３）地方行財政改革・分野横断的な取組等 

 

（基本的考え方） 

  地方創生の推進や東京一極集中の是正により、東京から地方への人・モノ・金の流

れを促進することで、個性と活力ある地域経済に再生し、同時に、次世代に持続可能

な地方財政制度を引き渡していくことが重要である。このため、2040年頃を見据えて

課題をバックキャストし、必要となる取組を実行するとともに、国・地方で基調を合

わせた歳出改革や効率化に取り組む205。 

  具体的には、少子化・人口減少の中にあって、地方歳出についても、国の取組と基

調を合わせて歳出改革等の加速・拡大に取り組む中で、臨時財政対策債等の発行額の

圧縮、さらには、臨時財政対策債等の債務の償還に取り組み、国・地方を合わせたＰ

Ｂ黒字化につなげる。 

  また、歳出効率化等に頑張る地方自治体を支援するとともに、「見える化」の推進

等を通じて、改革意欲を高め、効果の高い先進・優良事例の横展開を後押しする。同

時に、業務のデジタル化・標準化・広域化等を後押しする。 

今後の社会保障関係費の増加圧力の拡大、地域コミュニティや社会ネットワーク、

福祉・教育・人づくり等に係る新たなサービス需要の増加、地域間の税源偏在といっ

た課題に対処し、地方自治体が、より自立的かつ自由度高く、行財政運営できるよう、

地方行財政の持続可能性向上に向けて取り組む。 

人口減少・高齢化の下で、地方の安定的な行財政運営を確保しつつ、上記の観点か

ら地方交付税制度をはじめとする地方行財政改革を進める。 

 

（持続的な地方行財政制度の構築） 

  人口減少・高齢化の下、社会保障給付と負担の推計、学校施設や上下水道をはじめ

とするインフラ維持更新費の中長期見通し等も踏まえ、地方単独事業を含め、医療・

                                            
204 表題部所有者の氏名・住所が正常に記載されていない登記。 
205 地方歳出の多くが法令により義務付けられている経費や国の補助事業であることから、制度の見直しなど、国の歳出改

革を確実に実行していくことが地方の歳出改革にとっても不可欠であり、地方公共団体における運用の実態等を踏まえ、

各省が連携して制度改革を進める。 
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介護、教育や子ども・子育て、ライフラインを維持するインフラ等に係る経費や制度

的な課題について、関係府省が連携し、今後の動向を検証し、必要な対応策を検討す

る。 

行政コストの効率化に向け、全ての行政分野において、多様な広域連携を推進する。

また、人口規模が小さく、行財政能力の限られる地方自治体と周辺の中核的な都市や

都道府県との間の連携・補完に係る制度の活用等を推進する。地方公共団体の実情に

応じ、市町村合併の進捗状況が地域ごとに異なることを踏まえ、現行の合併特例法206

が平成31年度末に期限を迎えることへの対応を検討するとともに、公共サービスの広

域化・共同化の取組を着実に推進する。 

地方の安定的な行財政運営を確保しつつ、地方の実情を踏まえて補助金の自由度を

高めるほか、地方交付税について改革努力等に応じた配分の強化について検討する。

基準財政需要額の在り方を含め、将来の人口構造の変化に対応した地方団体の行財政

制度の在り方を検討する。また、地方の独自財源の確保とそれによる地方独自の行政

サービスの向上への取組を促進する。 

地域間財政力格差の拡大に対しては、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方

税体系を構築する。地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について

検討し、平成31年度税制改正において結論を得る。 

 

（地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革） 

  頑張る地方の取組を支援する仕組みの強化の観点から、地方交付税に関し、まち・

ひと・しごと創生事業費について、地方創生の取組の成果の実現具合に応じた算定へ

のシフトを進める207。重点課題対応分に関連する諸施策について、地方公共団体によ

る前年度までの取組の成果を把握・見える化し、翌年度以降の施策の在り方について

検討した上で、所要の措置を講じる。 

  先進的な業務改革の取組等の拡大を図りつつ、地方公共団体における歳出効率化効

果等を改革工程表に沿って定量的に把握する。窓口業務の委託について、地方独立行

政法人の活用や標準委託仕様書等の拡充・全国展開などの取組を強化し、その状況を

踏まえ、トップランナー方式の2019年度の導入を視野に入れて検討する。その際、業

務改革は、より質の高い行政サービスを効率的・効果的に提供していくために行うも

のであることに留意する。地方創生推進交付金について、各事業及び事業全体の効果

を検証して効果向上を図る。地方公共団体の改革意欲を損ねないようにしつつ、業務

改革の取組等の成果を、地方財政計画及び基準財政需要額の算定基礎へ適切に反映す

る。  

                                            
206 「市町村の合併の特例に関する法律」（平成16年法律第59号） 
207 人口減少等特別対策事業費において地方版総合戦略に基づく取組の成果の実現具合等に応じ、「成果」を反映した配分

を５割以上とすることを目指す。 



65 

（公営企業・第三セクター等の経営抜本改革） 

公営企業の広域化、連携、再編・統合など経営の抜本改革を加速する。公営企業の

経営戦略の策定及びＰＤＣＡ等を通じて、更新費用や料金、繰出基準外の繰出金を含

めた他会計からの繰入状況等の収入・支出や、管理者の情報の「見える化」や、繰出

基準の精査・見直し、事業廃止、民営化、広域化等及び外部の知見の活用といった抜

本的な改革等を推進する。あわせて、総務省は改革の進捗や成果の定量的把握を強力

に進め、公営企業の一層の経営基盤の強化とマネジメントの向上を促す。下水道・簡

易水道については、新たなロードマップを明確化し、人口３万人未満の団体における

公営企業会計の適用を一層促進する。第三セクター等については、財政的リスク状況

を踏まえ、各地方公共団体における経営健全化のための方針の策定・公表を推進する。 

水道・下水道について、広域化・共同化の推進を含め、持続的経営を確保する方策

等を検討し、具体的な方針を年内に策定する。先行事例の歳出効率化や収支等への効

果を公表するほか、多様なＰＰＰ／ＰＦＩの導入や広域化・連携を促進する。また、

公立病院について、再編・ネットワーク化を推進する。 

 

（国・地方の行政効率化、ＩＴ化と業務改革） 

自治体行政の様々な分野208で、団体間比較を行いながら、関係府省が連携してＩＣ

ＴやＡＩ等を活用した標準的かつ効率的な業務プロセスを構築し、業務手法の標準化・

コスト縮減を進める。あわせて、地方自治体における先進的な取組について、ＫＰＩ

を掲げて全国に広げていく。また、自治体クラウドの一層の推進に向け、各団体はク

ラウド導入等の計画を策定し、国は進捗を管理する。ＩＴ人材の更なる確保・育成に

取り組む。 

行政手続コストの削減に向けて、国と歩調を合わせ、地方公共団体による許認可・

補助金の手続簡素化、書式・様式の統一について、関係府省が連携し、取組を促進す

る方策を具体化するとともに、行政手続における添付書類を一括して撤廃するための

取組を着実に推進する。また、デジタル化・オンライン化に積極的に取り組む地方自

治体への支援を進める。 

戸籍事務などの公共性の高い分野におけるマイナンバー制度の利活用を進めるとと

もに、情報連携対象事務の拡充を行う。マイナンバーカードについて、これを利用し

た医療保険のオンライン資格確認の2020年度からの本格運用や公的個人認証の民間部

門における活用・普及促進に向けた取組を着実に進めるなど、ロードマップに基づく

官民の取組を強力に推進し、進捗状況を点検・評価する。 

 

（見える化、先進・優良事例の横展開） 

地方財政計画と決算について、よりわかりやすく比較が可能となるよう、基盤強化

期間中に、地方財政計画上の各歳入・歳出項目と決算との差額及び対応関係について

                                            
208 例えば、インフラの点検・維持補修、国保や介護給付事務、保育所入所審査等。 
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見える化する。また、地方財政計画の一般行政経費（単独）と対応関係にある地方単

独事業（ソフト）について、実態を定量的なデータで把握するとともに、法令との関

係を含めて見える化する。地方自治体の基金の考え方・増減の理由・今後の方針に関

し、統一的な様式での公表を促すとともに、容易に比較できるよう検討し、一覧化を

目指す。 

統一的基準による地方公会計について、固定資産台帳や出資金明細等の整備等、比

較可能な形で情報公開の徹底・拡充を促進するなど、資産管理向上への活用を推進す

る。また、国庫支出金のパフォーマンス指標を設定・見える化し、配分のメリハリ付

けを促進する。 

同規模の類似団体における経費水準の比較など、見える化されたデータを活用し、

地方自治体や住民が自ら課題を発見し解決・向上につなげていくよう、戦略的な情報

発信を行い、業務改革等を促進する。 

 

（４）文教・科学技術等 

 

（基本的考え方） 

 全ての子どもたちが必要な力を身に付け、その質を持続発展させていくとともに、

少子化や施設老朽化等の中長期的展望の下、外部人材等の多様なリソースを活用しな

がら、頑張る教育機関が報われる仕組みの拡充などメリハリをつけた予算配分を行う。 

世界最高水準の「イノベーション国家創造」に向けて、官民研究開発投資の拡大を

目指す。政府研究開発投資について、新計画との整合性を確保しつつ、対ＧＤＰ比１％

にすることを目指し所要の規模の予算が確保されるよう努めるとともに、官民合わせ

た研究開発投資を対ＧＤＰ比４％以上とすることを目標とする。 

少子化の進展を踏まえた予算の効率化、イノベーション創出による歳出効率化等、

エビデンスに基づくＰＤＣＡサイクルの徹底を基本として、以下の改革を進める。 

 

（少子化の進展を踏まえた予算の効率化、教育の質の向上等） 

少子化の進展や厳しい財政状況等の中での教育の質の向上を図るため、教育政策の

実証研究を踏まえた予算の裏付けのある公立小中学校の教職員定数の中期見通しを策

定するとともに、学校における働き方改革に向け、英語・プログラミング等の分野で

の特別免許状教員等の外部人材の拡充、部活動における外部人材や民間機関の活用な

ど学校と地域の連携・協働を進める。また、学校施設について先進・優良事例の横展

開を含め長寿命化に向けた施設計画策定や学校統合、廃校施設の活用促進に一体的に

取り組むとともに、学校事務の共同実施、教育の情報化等について、ＫＰＩを掲げ工

程化して推進する。 

教育研究の質的改善に向けて、複数併存・重複する大学評価制度の関係の整理、効

率化、客観的な指標に基づく、厳格な第三者による相対的かつメリハリのある評価へ

の改善を図る。大学への財政支援について、改革の取組や教育成果に応じてメリハリ
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付けを強化し、頑張る大学の取組を後押しする。国立大学法人運営費交付金等につい

て、ＰＤＣＡの確立、学内配分や使途等の「見える化」、戦略的な配分割合の増加を

進めるとともに、私学助成について、教育の質に応じたメリハリ付け、教育の質が確

保されず定員割れとなっている大学や赤字経営の大学等への助成停止等も含めた減額

の強化を図る。学生への就学支援においては、教育の質が保証され、社会のニーズが

ある大学等を対象に、支援が必要な学生に適切な支援を重点的・効率的に行う。私立

大学の公立化が真に地域に貢献する大学改革に資するよう、財政支援等の徹底した見

える化、教育成果に応じたメリハリ付けに向け、文科省、総務省が地方自治体との連

携を強化する。 

 

（イノベーション創出による歳出効率化等） 

国民の生活の質の向上、歳出効率化を通じた国民負担の軽減に向け、官民を挙げて

社会的課題解決等に資する研究開発を推進するとともに、政府事業・制度等のイノベ

ーション化を進める。予算を効果的に執行する観点から大型研究施設の最大限の産学

官共用を図るとともに、民間投資の誘発効果が高い大型研究施設について官民共同等

の新たな仕組みで推進する。 

 

（エビデンスに基づくＰＤＣＡサイクルの徹底） 

「第３期教育振興基本計画」に基づき、幼児教育から高等教育、社会人教育までラ

イフステージを通じた教育政策全体について、国・都道府県・市町村それぞれの権限

を踏まえつつエビデンスに基づく実効性のあるＰＤＣＡサイクルを確立する。文部科

学省及び地方自治体においては、コストや成果を含む関連データの徹底的な見える化、

全国学力・学習状況調査など自治体所有データの幅広い研究者による利用の円滑化を

進める。文部科学省においては、関係府省と連携しつつ、教育政策全般にわたる実証

研究の設計や分析結果の検証を行う体制の構築、ロジックモデルの構築による政策目

標と施策との関係の合理的設計等を進める。 

科学技術分野においても、予算のエビデンス構築、コスト・効果を含めた見える化、

ＥＢＰＭ化を進め、予算の質の向上を図る。 

 

以上の主要歳出分野のほか、全ての歳出分野において、類似事業の整理・統合や重

複排除の徹底、事業の効率化など、聖域なく改革を進める。 

 

（５）税制改革、資産・債務の圧縮等 

 

（基本的考え方） 

デフレ脱却・経済再生を加速することにより、経済成長を実現し、税収増をより確

実なものとする。また、公共サービスの産業化等を進め、経済活動に占める民間シェ

ア向上による課税ベースの拡大等を通じた新たな税収増を生み出す。 
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急速な少子高齢化、働き方の変化など、経済社会の構造が大きく変化する中、持続

的な経済成長を維持・促進するとともに、経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を

構築する観点から、税体系全般にわたる見直しを進める。また、真に必要な財政需要

の増加に対応するための歳入改革努力 209について、今後歳出改革を進める中で考慮す

る。 

 

（税制改革） 

個人所得課税や資産課税について、働き方改革や人生100年時代を見据え、再分配

機能の向上や働き方の多様化への対応、格差の固定化防止等の観点から、累次の改正

の効果も見極めつつ、引き続き丁寧に検討を進める。 

企業に対し、これまで進めてきた成長志向の法人税改革の活用等により、賃上げや

生産性向上への取組を促すとともに、租税特別措置について、毎年度、適用状況や政

策効果を見極めながら必要な見直しを行う。 

国際協調を通じた「ＢＥＰＳプロジェクト」の勧告の着実な実施を通じて、グロー

バルな経済活動の構造変化及び多国籍企業の活動実態に即した国際課税制度の再構築

を進めていく。あわせて、税務当局間の情報交換を一層推進する。 

ＩＣＴの更なる活用等を通じて、納税者が簡便・正確に申告等を行うことができる

よう納税環境の利便性を高めるとともに、社会全体のコスト削減及び企業の生産性向

上を図る観点から、税務手続の電子化を一層推進する。グローバル化やＩＣＴ化が急

速に進展する中で、適正・公平な課税を実現し、税に対する信頼を確保するため、制

度及び執行体制の両面からの取組を強化する。 

 

（資産・債務の圧縮等） 

国・地方が保有する資産（特別会計等を含む）については、引き続き、地域と連携

した国公有地の有効活用を推進するとともに、不要な資産については売却等に努める。

売却収入は、債務の償還や災害復旧等に有効に活用する。 

 

５．歳出改革等に向けた取組の加速・拡大 

 

行動変容に働きかける取組を加速・拡大する観点から、成果をより定量的に把握で

きる形に改革工程表のＫＰＩを見直すとともに、こうした取組への予算の重点配分、

見える化や効果的な情報発信・選択肢の提示などによる後押しの強化210を進めていく。

取組の進捗状況を踏まえた評価・見える化を行い、各省庁の予算要求に反映すること

とするとともに、予算編成過程において政策効果に基づいたメリハリのある予算に組

み替える。 

                                            
209 例としては、国際観光旅客税・森林環境税（仮称）の創設。 
210 例えば、ナッジ（Nudge）と呼ばれる手法は、個人の選択の自由を阻害することなく、各自がより良い選択を行うよう、

情報発信や選択肢の提示の方法を工夫するもので、政策分野においても応用されている。 
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各府省は、全ての歳出分野において行政事業レビューを徹底的に実施するとともに、

ＥＢＰＭを推進し、人材の確保・育成と必要なデータ収集等を通じて、予算の質の向

上と効果検証に取り組む。あわせて、国民の満足度、生活の質の向上が実現されるよ

う、満足度・生活の質を示す指標群を構築するとともに、各分野のＫＰＩに関連する

指標を盛り込む。 

 

（インセンティブ改革） 

改革努力、先進性や目標の達成度等の取組の成果等に応じた配分を行う仕組み 211に

ついて、思い切った導入・拡大を進めていく。保険者における予防・健康づくり等の

分野におけるインセンティブ改革の取組の全国的な横展開を進めるとともに、更なる

インセンティブの仕組みの強化 212を進める。多様・包括的な公民連携（ＰＰＰ）を推

進し、サービスの質と効率性を高めるとともに、成功報酬型を含め、地方自治体に取

組を促すインセンティブを導入する。関係府省において、様々なモデル実証事業の実

施とともに、評価指標の標準化、成果の共有等を行う。 

 

（見える化） 

  見える化は歳出改革の推進力である。費用対効果や取組状況について、地域間や保

険者間での比較、差異の要因分析を行うなど、見える化するとともに、地方自治体や

住民が自ら課題を発見し解決・向上につなげていくよう、戦略的な情報発信を行うこ

とにより、改革を後押しする。また、例えば上位３分の１の水準をターゲット指標と

するなど、改革努力の目標としても活用する。さらに、経済・財政と暮らしの指標・

見える化データベースについて、地方公共団体の類型化やデータの標準化・充実等を

進め、類似団体間の比較を推進する。 

各分野において、標準化された包括的データプラットフォームの構築を進めること

などにより、客観的データに基づくＰＤＣＡサイクルとＥＢＰＭを確立する。 

また、必要となる人員等のリソースの計画的確保等を含め統計改革 213を推進し、政

府統計の一体性と信頼性の向上等統計の改善を進めるとともに、地方公共団体を含め、

社会全体としての統計リテラシーを高める。 

 

（先進・優良事例の横展開等） 

先進的な分野について各府省庁が実施しているモデル事業について、歳出効率化効

果、経済効果等を定量的に把握し、評価・公表する 214とともに、効果が高いものにつ

いて、所管府省庁が責任を持って戦略的に全国展開を進め、その状況をフォローアッ

                                            
211 保険者努力支援交付金、まち・ひと・しごと創生事業費、国立大学法人運営費交付金における機能強化促進分等や、生

活習慣病を中心とした重症化予防、健康づくり等の取組。 
212 保険者努力支援制度の評価指標への追加、国保の普通調整交付金の見直しの検討、民間資金の獲得等に応じ、評価を通

じた運営費交付金の配分のメリハリ付け等によるインセンティブの仕組みの早急な試行的導入等。 
213 「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成30年３月６日閣議決定）等に基づく。 
214 効果の定量化や公表が困難なものについては、その理由についての説明責任を果たす。 
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プする。また、地方自治体が実施するモデル事業も同様に効果の把握・評価・公表・

横展開を促進する。 

先進的な予防・健康づくりの事例等の全国展開に向け、事例の具体的な実行プロセ

スの提示、課題解決のポイント分析・費用対効果等の定量的分析、類似団体間の比較

可能性の確保などの取組により、情報の質を高める。また、成果が必ずしも上がって

いない取組の背景にある阻害要因を取り除く。効果的な情報発信や選択肢の提示など

を活用した取組の横展開を推進する。 

 

（技術革新を活用した業務イノベーション） 

 必要な公的サービスの質を維持しつつ効率化を図るため、技術革新の成果を行政サ

ービス、行政事務のあらゆる分野に取り入れる。2020年度までの旗艦プロジェクト 215

の徹底的な推進など行政手続の電子化の徹底等により、行政手続コスト 216を２割以上

削減するとともに、統計の作成・報告・利用の負担を２割削減するなど、統計分野の

業務の効率化の取組を徹底する。 

技術革新の導入に向け、地方自治体ごとに異なる書類や収集データ、無記名化への

対応の違いなどの課題の解消のため、関係府省、地方自治体等が連携し、広域的にサ

ービスや手続等の標準化を進めることを基本原則とし、標準化が困難なものについて

はその理由についての説明責任を果たすこととする。 

 

（公的サービスの産業化） 

官民連携の下、データヘルスの取組、ＰＰＰ／ＰＦＩ、地方行政サービスの民間委

託等の公的サービスの産業化の取組を加速・拡大する。 

スケールメリットの拡大による民間事業者の参入を促すため、複数自治体や公営企

業間等での多様な地域間連携やアウトソーシング等の促進などの環境整備を進める。

また、民間参入や民間の業務運営に関する規制の改革を進める。 

ワンストップ窓口や助言等を通じたノウハウ面での地方自治体の支援、課題や先行

事例等の蓄積された専門知識の類型化・見える化や横展開、関係府省主導による業務

手法の標準化等を促進する。 

  

（既存資源・資本の有効活用等による歳出改革） 

既存資源・資本の有効活用等により、財政が厳しい中にあっても必要な再投資を可

能とするとともに、中期にわたる円滑な取組を強化するなどの予算上の対応を工夫し

つつ、賢い予算支出を実現する。 

                                            
215 国民の利便性を高めるとともに、我が国のビジネス環境を改善し、事業者の生産性向上を図るため、引越し、死亡・相

続、従業員に関する社会保険・税、法人設立の各分野について、関係手続のワンストップ化等を行う取組。 
216 「規制改革実施計画」（平成 30年６月 15日閣議決定）及び「生産性を阻害する行政手続の簡素化－手続・システム

－」（平成30年１月11日中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議）を踏まえて取り組む。 
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受益者負担にも配慮しつつ、電波利用料収入やコンセッション収入など 217を増加さ

せる方策を検討し、これらの収入により確保した財源を、将来必要となる投資等に有

効活用するとともに、ＰＤＣＡを構築し、しっかり評価する。また、生産性向上、観

光促進等のため、交通需要調整のための料金施策の検討を推進する。国立大学法人や

国立研究開発法人等による研究開発に当たっては、民間企業との連携や寄附金の受入

れを進める。 

官民ファンドについては、政策的観点からの有効性や収益見通し等を監督官庁及び

出資者において不断に確認しつつ、民業補完にも配慮した適切な支援決定、ＫＰＩの

設定等を通じ、より効率的かつ効果的な活用を進める。あわせて、ファンド・機関の

統合による業務の効率化等を通じた収益構造の改善を推進するとともに、使用見込み

の低い政府出資金及び剰余金については遅滞なく国庫納付・配当等を行う。 

 

（公共調達の改革） 

防衛調達に関して、実効的な防衛力を整備し費用対効果の更なる向上を図るため、

装備品単価の不断かつ徹底した低減、装備品のライフサイクルを通じたプロジェクト

管理の強化、高コスト構造の是正に資する調達契約の改善、まとめ買い・民生品利用

等による調達手法の工夫、外国製装備品の調達における価格の透明性確保と精査及び

技術移転の促進、新規後年度負担の適切な管理といった調達改革等を通じて防衛予算

の一層の効率化・合理化を徹底する。 

中小・ベンチャー企業を含む先進技術導入の場としての公共調達の活用等を進める

とともに、先進技術等を公共事業や社会保障事業等の政府事業・制度等に取り込むこ

とにより、社会実装の後押しや歳出の効率化を図る。 

                                            
217 空港にかかる民間からのコンセッション収入、文化財収入、スタジアム・アリーナ収入など。 
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